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件名 児童クラブの延長保育時間と受入学年の拡充を行います 

内   容 

子育てと仕事の両立を支援するため、市内全児童クラブの夕方延長時間と、一部の

児童クラブの受入学年を変更します。 

 

１ 延長保育時間 

 ・変更内容 延長保育終了時刻を変更。 

       （変更前） １７時００分から１８時００分まで 

       （変更後） １７時００分から１８時３０分まで（３０分延長） 

 ・対 象  全児童クラブ（第二厚狭児童クラブを除く） 

 ・開始日  令和８年４月１日から 

・その他  現在、延長保育を利用されている場合、手続きは必要ありません。 

また、利用料に変更はありません。 

 

２ 受入学年の変更 

 ・変更内容 高泊児童クラブ （変更前）１年生～３年生  

（変更後）１年生～６年生 

       須恵児童クラブ （変更前）１年生～３年生  

（変更後）１年生～４年生 

 ・受入開始時期  令和８年７月予定 

 ・その他     対象者には４月上旬に案内を発送します。 
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